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巻頭言  日本食肉格付協会創立５０周年を迎えて  

 

公益社団法人  日本食肉格付協会  

会   長     大  野  高  志  

 

当協会は、昭和 50 年（ 1975 年）２

月に社団法人日本食肉格付協会とし

て設立されて以来、本年をもって満 50

年を迎えることができました。  

これもひとえに農林水産省のご指

導はもとより（公社）日本食肉協議会、

（独）農畜産業振興機構をはじめとす

る食肉の生産から流通・消費に至る関

係の皆様方のご理解とご支援の賜物

であり心より感謝申し上げます。  

また、去る５月 24 日には都内ホテ

ルで全国の職員を集めて創立 50 周年記念祝賀会を開催させて頂きましたが、

農林水産省の渡邊事務次官、日本食肉協議会の本川会長、農畜産業振興機構

の天羽理事長にご祝辞を賜りましたことをはじめ、多数の関係の皆様方にご

来賓としてご臨席賜りましたことを、本紙面をお借りして篤く御礼申し上げ

ます。  

我が国の食肉取引規格に基づく格付事業は、昭和 36 年（ 1961 年）に公布

された「畜産物の価格安定等に関する法律」の施行に伴い、翌年の昭和 37 年

より日本食肉協議会が我が国における格付の嚆矢として実施することとな

り、その後、格付場所も年々拡大されて全国的な展開を見るに至りました。 

また、戦後における驚異的な経済成長と国民所得の著しい向上に伴い食生

活が高度化し食肉の需給規模も飛躍的に拡大するとともに、食肉の流通形態

も大量かつ広域的な流通へと進展し、経済性の高い肉畜の生産及び流通の指

標としての規格格付の重要性も増してきました。このような状況に対処すべ

く、農林省（当時）のご指導の下に食肉規格格付事業を専門的に行う機関と

して、昭和 50 年（ 1975 年）２月に日本食肉協議会の格付事業部門を分離・

継承する形で当協会が発足しました。  

設立当初における格付の状況は、全国 47 か所に格付職員 100 人を配置し、

年間の格付頭数は牛枝肉 38 万頭、豚枝肉 370 万頭、と畜頭数に占める割合

はそれぞれ 35％、27％でありました。その後、農林水産省、農畜産業振興機

構のご指導・ご支援による格付事業の拡充・発展に伴い年々業務体制を整備

するとともに、日本食肉協議会からの新規格付員養成に係る手厚いご支援を

受けながら、本年４月現在では全国 126 か所において委嘱格付員を含めて格

付職員 289 名を擁するなど設立当初のほぼ３倍の規模となり、平成６年度に

おける格付実施頭数は牛枝肉 94 万頭、豚枝肉 1,232 万頭、全と畜頭数に占
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める格付割合はそれぞれ 85.2％、76.3％と高い割合を占めるに至っておりま

す。  

最近の畜産・食肉業界を巡る情勢に目を向けてみますと、令和２年（ 2020

年）から５年にかけて猛威を振るった新型コロナ感染症の感染拡大による牛

肉消費の減退と牛枝肉・子牛価格の低迷、また、円安の進行や国際情勢の不

安定化を背景とする令和２年秋以降の配合飼料価格をはじめとする各種生

産資材や輸送費等の高騰による生産コストの増嵩など、我が国畜産の生産基

盤を揺るがすような状況が続いてきました。一方で、このような中でも農林

水産省で講じて頂いている各種の支援策を活用した関係各位のご尽力によ

り畜産物の輸出拡大が進み、今や和牛肉生産量の６％ほどが輸出に仕向けら

れるという将来に向けて希望の持てるような状況も現出しております。  

また、牛・豚肉においてオレイン酸をはじめとする脂肪酸組成の非破壊的

測定により、脂肪の質についての改良にも取り組まれるようになっており、

当協会としても昨年３月末までに 57 台の光学測定機器を導入し、このよう

なニーズにお応えできるよう努めております。  

当協会と致しましては創立 50 周年という節目に当たり思いを新たにして、

関係方面からの負託と信頼に応えるべく、弛まぬ技術の研鑽を通じた厳正な

格付の実施や牛肉トレーサビリティにおけるＤＮＡ鑑定に必要な検体採取

等を通じて食肉の公正な取引と流通に資するとともに、生産者の方々が育種

改良や生産技術の高度化に取り組まれる上で有益と考えられる格付並びに

脂肪酸組成をはじめとする関連情報の提供・拡充を通じて国内生産基盤の強

化に微力ながら貢献してまいりたいと考えておりますところ、関係各位にお

かれましては引き続きのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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○ alic 情報 

量販店における和牛の販売のための取り組みについて 

 

独立行政法人 農畜産業振興機構 畜産振興部畜産流通課 

 

当機構では、食肉の消費・販売動向を把握するため、年に２回、卸売業者（牛肉・

豚肉延べ 27 社）および小売業者（量販店・食肉専門店延べ 81 社）の協力を得て、食

肉の取り扱いなどに関する調査を実施している。今回、令和７年２月に実施した「食

肉販売動向調査結果（2025 年度上半期公表）」から、量販店における和牛の販売のた

めの取り組みに関する調査結果について報告する（※）。 

 

 

 

１ 和牛の販売のための取り組みについて 

令和７年２月時点の量販店における和牛の販売のための取り組み（複数回答）につ

いては、１位が「ハレの日需要の訴求」で回答総数の 95.0％が回答し、次いで２位の

「焼肉セット（複数部位、畜種）販売」が 85.0％、３位が「特売の実施」で 80.0％と

なった（図１）。 

１位の「ハレの日需要の訴求」の具体的なイベント（複数回答）の内訳を見ると、

「年末年始」が最も多く 100.0％、次いで「父の日」が 89.5％、「ゴールデンウイーク」

および「お盆」が 84.2％、「母の日」および「クリスマス」が 78.9％などとなった。 

また、４位となった「等級を指定する」の等級（複数回答）の内訳を見ると、「４等

級」が最も多く 73.3％、次いで「５等級」が 66.7％、「３等級」が 20.0％となった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本調査結果の詳細は、以下よりご覧いただけます。 

農畜産業振興機構ホームページ > 畜産 > 食肉販売動向調査結果について 

URL：https://www.alic.go.jp/r-nyugyo/raku02_000060.html 

資料：農畜産業振興機構「食肉販売動向調査結果（２０２５年度上半期公表）」 

注１：複数回答。 

注２：データは、回答者の割合である。 
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惣菜商品などの品揃強化

冷凍タイプの商品の品揃えを増やす

認証（GAP等）を提示し、訴求する

小量パックの拡充

飼料や飼養環境（放牧等）にこだわり、訴求する

低価格部位や切り落としを増やす

高級食材として銘柄（ブランド）を打ち出す

チラシ・クーポン等による販促

生産者や生産地を指定し強調、地産地消を促進する

調理例の提示や調味料等と併せて販促

味付け肉の取扱いを増やす

赤身志向に対応する

大容量パック（塊肉含む）の拡充

等級を指定する

特売の実施

焼肉セット（複数部位、畜種）販売

ハレの日需要の訴求 （％）

図１ 和牛の販売拡大に向けた対応
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２ 販売拡大に向けた実施

方針 

 量販店における和牛の販

売拡大の取り組みの実施方

針をスコア化した散布図（図

２）を見ると、上に寄るほど

販売単価上昇を、右に寄るほ

ど販売数量増加を意図した

取り組みとなる。これによる

と、「味付け肉の取り扱いを

増やす」「特売の実施」「冷凍

タイプの商品の品揃えを増

やす」などは販売単価のスコ

アに差異はあるものの、販売

数量増加に期待を寄せる取

り組みとして位置付けられ

る。一方、「ハレの日需要の訴

求」「高級食材として銘柄

（ブランド）を打ち出す」

「焼き肉セット（複数部

位、畜種）販売」は他と比

べて販売単価上昇に期待

を寄せる取り組みとして位置付けられる。量販店ではこれらを複数、また、他の畜種

の取り組みと組み合わせて利益を確保している状況がうかがえる。 

 

３ 和牛の販売に対する消費者のニーズや課題 

 和牛の販売に対する消費者のニーズや課題について尋ねたところ、以下の回答があ

った。「和牛の販売強化を目的に価格据え置きで４等級から５等級へ取り扱いランク

を上げ、一定の評価を受け売上拡大を果たしたが、利益面では苦戦をしている」、「大

量パックについては年末等の一時期に限られ、量目による単価アップも見込めない中

でロスの影響を加味し慎重に販売している状況」、「霜降り需要が低下している一方で

赤身需要が高まっており、モモ部位の需要が高く、原料価格も上昇傾向」、「上級部位

は中途半端に安くしても動きが鈍く、切り落とし材に需要が集中する傾向」、「顧客の

赤身志向が高まっており、サーロイン、バラ等は需要減」、「和牛は、適度な霜降りが

あり、手頃な価格の商品が求められる傾向が強い」、「消費者は節約志向ではあるが、

メリハリ消費であることは感じる。普段使いから選ばれるお店になる必要性がある」

など。 

資料：農畜産業振興機構「食肉販売動向調査結果（２０２５年度上半期公表）」 

注１：数量は「数量増加」は１点、「数量維持」は０点として加算し、回答数で割り戻した。（全て

の回答が「数量増加」だと 10 点、全て「数量維持」だと０点となる。） 

注２：販売単価は「単価上昇」は１点、「単価維持」は０点、「単価低下」は-１点として加算し、回

答数で割り戻した。（全ての回答が「単価上昇」だと 10 点、全て「単価維持」だと０点、全

て「単価低下」だと-10 点となる） 

注３：上記計算式は、（回答 A+回答 B+･･）/回答者数×10 

注４：〇内の数値は前図の「和牛の販売拡大に向けた対応」の順位である。 
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図２ 和牛の販売拡大に向けた実施方針
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○食肉関係団体情報  

１  牛・豚コマーシャル規格の普及・定着について  

 

公益財団法人  日本食肉流通センター  

情報部長     安  藤  松  太  郎  

 

１  牛・豚コマーシャル規格とは  

食肉製造コストの低減及び食肉流通の合理化を図るため、公益財団法人

日本食肉流通センターは、 2002年３月に小割整形部分肉規格の統一を目的

に『牛・豚コマーシャル規格』（以下「コマーシャル規格」という。）を策

定しました。  

公益社団法人日本食肉格付協会の「牛部分肉取引規格」及び「豚部分肉

取引規格」（以下両規格を総称して「日格協部分肉規格」という。）を更に

小分割したもので、コマーシャル規格のコードは、公益財団法人食品等流

通合理化促進機構が定める生鮮標準商品コード（食肉標準商品コード）と

して、食肉標準物流バーコードや電子取引において活用されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  コマーシャル規格策定の背景  

食肉処理施設は、生産者と消費者の結節点として、食肉を供給していく

ために必要なインフラ施設です。昭和の時代に、消費地を中心に行われて

いたと畜が消費地から生産地に移行し、生体での流通から枝肉、部分肉で

の流通に変わるなど、食肉の流通構造の変化がみられるようになります。 

食 肉 標 準 物 流 バ ー コ ー ド の イ メ ー ジ  
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国は食肉流通施設の近代化を図るため、昭和 50年代に食肉供給基地とし

ての食肉センターの設置を促進し、と畜と部分肉加工を合わせて行う産地

食肉センターが、畜産の主産地等に整備されてきました。  

そ の後 、 そ れま で 消 費地 の 小 売業 が 行 って い た 部分 肉 の 小割 加 工 が、

徐々に産地食肉センターに移行するなどの変化があり、産地食肉センター

においては、当時制定されていた日格協部分肉規格よりも更に細かい規格

での対応が求められるようになります。しかし、これを放置すれば、バラ

バラの規格が多数出現し、食肉センターの負担が大きくなってしまいます。 

このため、日本食肉流通センターは、 1991年３月に牛部分肉の商取引上

の指標とする『牛部分肉規格仕様書』（旧コマーシャル規格）を策定しまし

た。  

その後、 1999年度から３年計画で、農畜産業振興事業団（現在の独立行

政法人農畜産業振興機構）から助成を受けて、流通している牛部分肉及び

豚部分肉の小割形態等の調査を行いました。  

この調査結果を基に食肉関係者の意見を聴取した上で、 2002年３月に助

成事業の成果として、牛の旧規格を見直すとともに、豚については新たな

規格として『牛・豚コマーシャル規格』を策定したものです。  

現在、量販店等の食肉の需要者は、肉のカット方法について、自社のオ

リジナル規格を食肉センター等の事業者に要求してきます。これは、食肉

センターの人手不足を招いたり、受発注での規格間違い等のトラブルの原

因となったりします。このように規格の多様化が進む中でも、コマーシャ

ル規格は規格の基本として認識され、部位の認識を共通化して、混乱を防

止する役割を果たしています。  

 

３  コマーシャル規格の内容  

日格協部分肉規格は、牛で 13部位、豚で５部位であるのに対して、コマ

ーシャル規格では、それらを分割したものが、牛で 40部位、豚で 19部位と

なっています。  

それぞれの部位に部位コードという３桁の番号が振られています。もと

もとある日格協部分肉規格に加え、枝肉や骨付きの部位にもコード付けし

ているので、その総数は、牛コマーシャル規格は 81、豚コマーシャル規格

は 36となります。  

 

（１）名称及びコード No. 

コマーシャル規格に定める枝肉及び部分肉の名称は、表のとおりです。

なお、コード No.は食肉標準商品コード（部位コード）に準拠して付記して

います。  
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表  コマーシャル規格の名称及びコード№  

豚コマーシャル規格  牛コマーシャル規格  



 

- 8 - 

 

（２）分割及び整形  

部位ごとに、分割及び整形の方法を以下のように示しています。  

 

 

 

 

なお、このほかに、部分肉の肉質等級及び重量区分は、日格協部分肉規

格をそのまま適用しています。  

 

４  部分肉製造事業所の現状と課題  

コマーシャル規格が策定されてから 20年以上経過したことから、部分肉

製造を取り巻く実態を把握するとともに、コマーシャル規格が、現在の商

業流通実態から乖離していないか評価・検証を行うために、 2022年秋に部

分肉規格実態調査を実施しました。109か所の部分肉製造事業所（枝肉から

部分肉を加工・製造する工場）から回答を得て、 2023年４月に「部分肉規

格に関する報告書」として取りまとめました。  

その調査結果から、部分肉製造事業所の現状と課題についてみていきま

す。  

【例：牛肉・かたロース】  
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（１）部分肉規格の変化  

部分肉規格（カットの方法）の 10年前と比べた変化について、牛部分肉

の規格（ 80事業所から 155件の回答）では、｢得意先により規格の多様化が

進 ん だ ｣が 88.8％ 、 次 い で ｢製 造 す る 部 分 肉 の 分 割 数 が 多 く な っ た ｣が

87.5％と、両者とも９割に迫る事業所からの回答となり、大部分の事業所

で規格の多様化・小分割化が進んできたことが示されました。  

豚部分肉の規格（ 79事業所から 142件の回答）でも、 ｢規格の多様化 ｣が

75.9％、｢分割数が多くなった｣が 60.8％と多くなっています。しかし、牛

と比べると、回答した事業所の割合は少なく、かつ、豚では｢大きな変化は

ない｣が 35.4％（牛： 11.3％）と多かったことから、豚部分肉規格は、牛と

比べて多様化・小分割化の進行は緩慢であったことがうかがえます（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）部分肉の規格数  

部分肉製造事業所で取り扱う部分肉規格（カットの方法）が何種類ある

かについて、牛部分肉規格（牛事業所 80）では、 ｢51種類以上 ｣が 36.3％、

｢21～ 50種類｣が 35.0％と多く、両者を合わせた 21種類以上の規格を取り扱

う事業所割合は７割強を占めました。  

豚部分肉規格（豚事業所 77）では、 ｢11～ 20種類 ｣が 32.5％と最も多く、

次いで ｢6～ 10種類 ｣が 28.6％であり、両者を合わせた６～ 20種類の規格を

取り扱う事業所割合は６割強となりました（図２）  

 

図１  部分肉規格の 10 年前と比べた変化  

注 ： 事 業 所が５ つの選択肢から主 な変化 として２ つ回 答 した件 数から以下の式により割合

（ ％ ） を求 めた。  

割合＝回答件数÷回答事業所数× 1 0 0  
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（３）代表的な規格の部分肉分割数  

事業所で扱う代表的な部分肉規格がどの程度の分割数（枝肉半丸から製

造される部分肉個数）となっているかについて、代表的な牛部分肉規格（牛

事業所 80）では、｢16～ 30分割｣が 41.3％と最も多く、次に｢31～ 50分割｣が

25.0％となり、両者を合わせた 16～ 50分割で 7割弱の事業所割合を占めま

した。  

代表的な豚部分肉規格（豚事業所 78）では、｢６～ 10分割｣が 65.4％と最

も多く、次に｢11～ 20分割｣が 24.4％となり、両者を合わせた６～ 20分割で

約９割の事業所割合を占めました（図３）。  

 

 

【牛部分肉製造事業所】   【豚部分肉製造事業所】  

 

コマーシャル規格は、牛部分肉で 40部位、豚部分肉で 19部位の小分割部

分肉から構成 (一部重複あり。)され、調査で設定した階層では、牛は｢31～

50分割 ｣(代表的な規格の事業所割合 25.0%)、豚は ｢11～ 20分割 ｣(24.4%)に

該当します。今回の調査から、コマーシャル規格は、牛豚とも代表的な規

格の最頻階層より 1階層高い、つまり小分割化された階層に位置すること

が分かりました。  

 

図２  部分肉製造において取り扱っている規格数  

図３  代表的な部分肉規格の分割数  

【牛部分肉製造事業所】  【豚部分肉製造事業所】  
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（４）部分肉製造の課題  

牛部分肉製造の課題（ 78事業所から 232件の回答）としては、｢部分肉製

造のための人材確保｣が回答事業所の 71.8％と最も多く、次に｢増加する部

分肉製造経費の加工料金や販売製品価格への転嫁 ｣が 65.4％となり、人手

不足と価格転嫁が課題とする事業所が格段に多くなりました。  

豚部分肉製造の課題（ 78事業所から 230件の回答）としては、｢価格転嫁｣

が回答事業所の 66.7％と最も多く、次に｢人材確保｣が 64.1％、｢施設設備の

整備｣が 60.3％となりました。このように牛の課題上位 2つの順位が逆とな

り、豚部分肉製造では価格転嫁の課題意識が強い事業所が多いことがうか

がえます。また、３位となった｢施設設備の整備｣も牛よりも多くの事業所

で課題と認識されていました（図４）。  

 

（５）まとめ  

今回の調査では、部分肉製造事業所においては、牛部分肉では７割強、

豚部 分 肉で は６ 割 強が 得 意先 の規 格 によ り 製造 して い る実 態 であ るこ と

が分かりました。 10年前との部分肉規格の変化については、牛・豚部分肉

ともに、多様化が進んだ、分割数が多くなったとの回答が圧倒的に多くあ

りました。  

このような状況の中で事業所における部分肉製造の課題としては、 ｢人

材の確保｣、｢製造経費の価格への転嫁｣、｢施設・設備の更新・拡充整備｣な

どとしています。  

また、調査後に行った有識者 10名に対するヒアリングにおいて、事業所

の担当者は、今後、得意先からの部分肉規格に対する要望は、現在起きて

図４   部分肉製造における主な課題  

注 ： 事 業 所 ９ つの選択肢 から主 な課題 として３ つ回 答 した件 数から以 下の式 により割 合 （ ％ ） を

求 めた。  

割合＝回答件数÷回答事業所数× 1 0 0  
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いる変化がさらに進行していくものと予測していました。一方で、コマー

シャル規格の評価については、同規格が商業ベースで十分普及していない

状況ではあるが、小分割規格の「基本の型」としては、違和感はなく納得

できるものと評価されました。  

 

さらに業界全体で「基本の型」として認識が広まれば、得意先の仕様書

について正確な理解が進んで、得意先との意思疎通ができ、また、現場で

の作業間違いが防止できる、小分割する派生商品に対する理解と積極的提

案につながることが期待されるとの評価もありました。  

部分肉製造事業所が抱えている部分肉製造上の課題は、現実的には規格

の統一という手法だけで解決を図ろうとすることは難しく、それぞれの事

業所が課題とした事項に向き合っていくことが必要です。そのような中で、

コマーシャル規格にとっては、小分割部分肉の「基本の型」として製造者・

需要者双方から広く認識されていくことが大きな課題と言えます。  

今後、当センターとしては、コマーシャル規格及びその普及の在り方に

ついての改善すべき点などを検討し、食肉業界での同規格の認識が深まる

よう努力を重ねていくことが重要であると考えます。それにより、業界に

おいて、同規格から派生する商品への理解を深め、更にはコマーシャル規

格自身の普及につながって、本来の目的である食肉流通の合理化に寄与で

きれば幸いです。  

 

５  コマーシャル規格書及び紹介動画の刷新の内容  

2022年に作成したコマーシャル規格書及び紹介動画は、制作から 20年以

上経過していました。  

この度、衛生管理の現状や映像技術の向上などを踏まえて、規格書の写

真や紹介動画について、公益社団法人日本食肉協議会のご支援及びご指導

をいただくとともに、公益社団法人全国食肉学校の全面的なご協力により

刷新いたしました。なお、今回は規格の名称、コード等の規格自体の変更

はありませんが、規格書については、イラストにより分かりやすく解説す

るとともに、部位ごとの QRコードから、カット方法の動画にアクセス可能

としました。  

紹介動画は、2025年２月に YouTubeに掲載し、新しい規格書は 2025年３月

に発行するとともに、日本食肉流通センターのホームページに掲載しまし

た。  

 

（１）規格書の刷新  

◆  全ての写真を更新  

①  主な部位の派生関係図を作成  

②  QRコードから、その部位のカット方法の動画にアクセス  

③  イラストで分かりやすく解説  

④  小肉（トリミングミート）の位置を表示  
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① 主 な 部 位 の 派 生 関 係 図    ② Q Rコ ー ド か ら 動 画 に ア ク セ ス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ イ ラ ス ト            ④ 小 肉 （ ト リ ミ ン グ ミ ー ト ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動画の刷新  

◆  全ての動画を更新  

①  部位の位置を分かりやく立体的に表示  

②  派生関係図をより分かりやすくし、対象部位を追加  

③  テロップをより分かりやすくし追加  

④  牛肉編及び豚肉編に加え、牛肉の４種類の派生部位の動画を作

成  

 

※ YouTubeの設定により、再生速度を遅くすることや字幕を表示すること

も可能。  

 

①  部 位 の 位 置 を 分 か り や く   ② 派 生 関 係 図 を よ り 分 か り や す く   ③ テ ロ ッ プ の リ ニ ュ ー ア ル  

立 体 的 に 表 示      対 象 部 位 を 追 加     
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（３） PR用ポスター  

今回の刷新をきっかけに、新たに４種類の B2サイズポスターを作成しま

した。日本食肉流通センターのホームページのトップページの「コマーシ

ャル規格」をクリックすると、規格書、紹介動画、ポスター等が閲覧、ダ

ウンロードできますので、是非ご活用ください。  

 

 

 

 

  

 

豚コマーシャル規格  

（小割整形部分肉）  

ポスター  

 

牛コマーシャル規格  

（小割整形部分肉）  

ポスター  
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２ 国産ローストビーフ賞味期間延長対応調査支援事業について（中間成果） 

 

一般社団法人 食肉科学技術研究所 

専務理事     吉 田 由 香 

 

１ 事業の目的 

国産ローストビーフは、詳細な生産量は把握されていなものの、ギフト品を中心に

多くの食肉加工業者が生産する消費者に人気の高い食肉加工品の一つである。海外で

は、「高品質」という点でも台湾や香港といったアジア圏で人気が高く、使用される部

位は、従来からのロイン系からモモ系ローストビーフの輸出増加が期待されており、

牛肉の輸出促進を図る上で、国産ローストビーフは重要な食肉加工品の一つと考えら

れる。このような背景から、輸出に際しては、賞味期間の延長が有効かつ重要な課題

の一つとなることが想定される。 

賞味期間の設定は、日本食肉加工協会が制定した「食肉製品の期限表示ガイドライ

ン」（1995 年 3 月制定。以下「ガイドライン」という。）に従い保存試験を実施し、科

学的根拠に基づいて賞味期間を設定しているが、保存試験において、微生物に関する

試験は保存上の問題がないことが多い。一方、品質について、①保存期間中の断面の

色調変化（退色）、②解凍時にドリップが流出すること、この２点が消費者から品質上

の欠点と受け取られる可能性があるため、食肉加工業者は、保存試験の結果として賞

味期間をもう少し長く設定することが可能であった場合でも、短めに設定している現

状がある。 

そこで、本調査では、国産ローストビーフを対象に、当研究所がガイドラインに基

づく保存試験を実施するとともに、ガイドライン設定項目以外のローストビーフの品

質をはかることが可能な項目について試験し、冷蔵及び冷凍保存中の品質変化を把握

することで、食肉加工業者がより適切な賞味期間を設定するための情報を提供するこ

とを目的とした。 

 

２ 試料の入手方法及び試料情報 

試料は、一般社団法人日本食肉加工協会会員のうち、ローストビーフを製造してい

る６工場から７試料を直接購入した。試料は、食肉製品の製造基準の違いを基に、保

存温度帯別及び亜硝酸塩の使用別にカテゴリーを、「Ⅰ特定加熱食肉製品（冷蔵）」、「Ⅱ

特定加熱食肉製品（冷凍）」、「Ⅲ加熱食肉製品（冷蔵）／加熱後包装／亜硝酸ナトリウ

ム使用」の３つに分けた。各試料の試料情報は以下に記す（表１）。 

原料肉として７試料全てに「もも肉」が使用され、国産もも肉を使用した製品が１

試料、海外産もも肉を使用した製品が６試料あった。もも肉は、内ももが１試料、シ

ンタマ（もも肉の一部で後ろ脚の付け根、内ももの下部に位置する丸い形をした部位）

１試料、外ももが２試料に使用され、残りの３試料の詳細は不明であった。 

試料形状は、Ⅰ特定加熱食肉製品（冷蔵）及びⅡ特定加熱食肉製品（冷凍）には、

ブロック、スライスともに認められたが、Ⅲ加熱食肉製品（冷蔵）はスライスのみで

あった。包装形態は、Ⅰ特定加熱食肉製品（冷蔵）及びⅢ加熱食肉製品（冷蔵）には、
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真空包装、含気包装の両方が認められたが、Ⅱ特定加熱食肉製品（冷凍）は、真空包

装のみであった。また、発色剤は、Ⅲ加熱食肉製品（冷蔵）の２試料のみに使用され

ていた。 

 

表１ 試料情報 

 

 

３ 試験回数および試験項目 

本調査では、ガイドラインに基づく保存試験として、微生物試験及び官能評価を実

施した。試験回数及び試験項目は A「初発」、B「表示している賞味期間×0.8」、C「賞

味期間」、D「賞味期間×1.25」、E「延長が見込まれる期間１」及び F「延長が見込まれ

る期間２」の５回あるいは６回とした。A「初発」は当研究所に試料が到着した日を示

し、E 及び F の「延長が見込まれる期間」については、製品のカテゴリーと試料の状

態を見ながら設定した。 

また、ガイドラインには設定されていない検査項目として、品質の指標となる亜硝

酸根、水分活性、pH、TBARS（脂質の酸化度）、ミオグロビン組成、離水率（ドリップ

量）、色調及びテクスチャーについても試験を行った。 

ガイドラインでは、微生物試験及び官能評価について１検体当たり５点を試験する

とされている。しかし、現在製品に表示している賞味期間は科学的根拠に基づいて定

められていること、品質低下の兆候は微生物変化よりも先に官能評価でとらえること

が出来ることから、試験点数は最終の E あるいは F「延長が見込まれる期間」のみガ

イドラインどおり５点を検査した。その他の理化学試験は、すべてにおいて１点ずつ

検査した。試験回数及び試験項目は以下のとおりである（表２）。 

 

 

原料

原産地
水分活性 保存温度 部位 形状 包装形態 塩せき

Ⅰ特定加熱（冷蔵） 2024-03-0001 米国産 0.95以上 4℃以下 もも肉 ブロック 真空 乾塩せき

2024-03-0002 米国産 0.95以上 4℃以下 外もも スライス 含気 乾塩せき

II 特定加熱（冷凍） 2024-03-0003 米国産 0.95以上 -15℃以下 外もも スライス 真空 乾塩せき

2024-03-0004 国産 0.95以上 -18℃以下 内もも ブロック 真空 乾塩せき

2024-03-0005 豪州産 0.95以上 -18℃以下
シックフランク

（シンタマ）
ブロック 真空 乾塩せき

III 加熱（冷蔵） 2024-03-0006 豪州産 ー 10℃以下 もも スライス 含気 ピックル注入法

2024-03-0007 輸入 ー 10℃以下 もも スライス 真空 ピックル注入法
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表２ 試験回数及び試験項目 

I 特定加熱食肉製品（冷蔵） 

 

Ⅱ 特定加熱食肉製品（冷凍） 

 

 

Ⅲ 加熱食肉製品（冷蔵／加熱後包装／亜硝酸 Na 使用） 
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４ 試験方法 

（１）官能検査（表３） 

ガイドラインに従い、官能検査員３名以上で観察し、次に示すいずれかの項目で

陽性と判定された場合、異常とした。 

また、当研究所における過去の検査経験から、特に特定加熱食肉製品の場合、色

調として「赤肉部分の褐変化、緑変化」、香りとして「脂肪酸敗臭の発生」が品質上

の欠点となることが多くみられることがわかっているため、これらの項目に注意し

て評価した（表３）。保存温度は包装パッケージに表示されている温度とした。 

 

表３ 官能評価項目 

 

 

（２）微生物検査 

特定加熱食肉製品の微生物検査項目は、E.coli、黄色ブドウ球菌、クロストリジ

ウム属菌及びサルモネラ属菌、加熱食肉製品の微生物検査項目は、E.coli、黄色ブ

ドウ球菌、及びサルモネラ属菌とされている。これらの試験法は、平成５年３月 17

日付衛乳第 54 号厚生省生活衛生局長通知（平成 27 年７月 29 日付食安発 0729 第５

号医薬食品局食品安全部長通知により一部改正）に従い検査した。 

 

（３）食肉製品の規格基準 

pH は、水抽出法、水分活性は電気抵抗式測定法、亜硝酸根は比色法により測定し

た。（平成５年３月 17 日付衛乳第 54 号厚生省生活衛生局長通知（平成 27 年７月 29

日付食安発 0729 第５号医薬食品局食品安全部長通知により一部改正） 

 

外観の状態 ねとの発生

かびの発生

遊離水の濁りの発生（非通気性フィルムで包装の場合）

ガス発生によるフィルムの膨張

色調 表面色の著しい黄変化、灰白色化

表面色の緑変化、褐変化

切断面の表層部の黄変化、灰白色化、緑変化、褐変化

赤肉部分の褐変化、緑変化

内部色沢の著しい灰白色化、黄変化

内部色沢の緑変化

内部脂肪層の黄変化、緑変化

肉質 弾力性の脆弱化

香り アンモニアの発生

硫化水素の発生

かび臭の発生

ワックス臭の発生

脂肪酸敗臭の発生

味 刺激味の発生

異常な酸味の発生
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（４）酸化に関係する分析 

TBARS は、酸抽出法により測定した。特定加熱食肉製品のミオグロビン組成及び

加熱食肉製品の退色指数は色差計により得られた色調データから算出した。 

 

（５）物性 

色調は色差計で、テクスチャーはテンシプレッサーで測定した。離水率は、包装

パッケージ内に生じたドリップの割合を算出した。 

 

５ 調査結果 

５-１ 官能評価および微生物検査による保存試験の結果 

（１）試験の結果、各試料における延長された賞味期間を下記表に示した（表４）。 

 

表４ 延長された賞味期間の結果一覧 

 

カテゴリーⅠ：特定加熱食肉製品（冷蔵）では、2024-03-0001 は、10 日間の賞味

期間の延長が可能であった。一方、2024-03-0002 は、賞味期間を延長することは難

しかった。後述するが、この試料は微生物試験には異常はなかったが、官能評価に

おいて色調に異常（褐変化）が認められた。両者の間で異なるのは試料の形状と包

装状態で、2024-03-0001 は真空包装のブロック品、2024-03-0002 は含気包装のスラ

イス品であり、この点が結果に影響したと推定された。  

カテゴリーⅡ ：特定加熱食肉製品（冷凍）は、Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）と

比較すると設定されている賞味期間が顕著に長かった。試験の結果、2024-03-0003

は 90 日間の賞味期間の延長が可能であった。この試料は品質低下しやすいスライ

ス品だが、真空包装されていることにより長期間の延長を達成できたと推定される。

2024-03-0004 及び 0005 はいずれの試料も真空包装のブロック品で、賞味期間が長

く設定されている。2024-03-0004 は賞味期間が 90 日のところ、試験の結果 292 日

経過においても品質低下は認められなかったことから、延長された賞味期間は 233

日となり、現在の賞味期間から 143 日間の賞味期間延長が可能であった。2024-03-

現在表示している

賞味期間
経過期間

延長された

賞味期間
延長された日数

Ⅰ特定加熱（冷蔵） 2024-03-0001 25 44 35 10

2024-03-0002 4 9 ー ー

II 特定加熱（冷凍） 2024-03-0003 90 225 180 90

2024-03-0004 90 292 233 143

2024-03-0005 270 366 292 22

III 加熱（冷蔵） 2024-03-0006 25 45 36 11

2024-03-0007 30 50 40 10
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0005 は賞味期間が 270 日のところ、試験の結果 366 日経過においても品質低下は認

められなかったことから、延長された賞味期間は 292 日となり、現在の賞味期間か

ら 22 日間の賞味期間延長が可能であった。 

カテゴリーⅢ：加熱食肉製品（冷蔵）は、2024-03-0006 は 11 日間、2024-03-0007

は 10 日間の賞味期間の延長が可能であった。これら２試料はいずれも品質低下し

やすいスライス品だったが、加熱食肉製品の加熱温度（63℃、30 分間と同等以上）

と、亜硝酸塩による微生物制御作用が結果に影響したと推定された。 

以上の結果より、７試料のうち６試料については賞味期間の延長が可能であった。

賞味期間の延長ができなかった１試料は、現在設定されている賞味期間が適切な期

間であるといえる。 

 

（２）微生物検査 

微生物検査の結果、E.coli、黄色ブドウ球菌、クロストリジウム属菌及びサルモ

ネラ属菌は最終の E、F「延長が見込まれる期間」すべての試験において異常は認め

られなかった。 

 

（３）官能評価 

カテゴリーⅠ：特定加熱食肉製品（冷蔵）では、2024-03-0001 は賞味期間の延長

が可能であったが、2024-03-0002 は賞味期間を延長することは難しかった。 

試料ごとに官能評価の結果を見ると、2024-03-0001 は E「延長が見込まれる期間

１」において赤肉の味がやや弱まっているとコメントされたが、外観、色調、肉質

及び香りには品質低下は認められなかった。2024-03-0002 は賞味期間が４日と短く、

B「賞味期間×0.8」の試験日を設定することが難しかった。結果は、D「賞味期間×

1.25」において色調に変化（褐変化）が認められ、E「延長が見込まれる期間１」に

おいては褐変化に加えて著しい酸敗臭も認められた。なお、微生物検査には異常は

なかった。 

両者の延長の可否を分けた要因として、試料の形状及び包装状態の影響があると

考えられる。2024-03-0001 は真空包装のブロック品であるのに対して、2024-03-

0002 は含気包装のスライス品であった。特定加熱食肉製品のローストビーフが抱え

る問題の一つとして、スライス品の色調が変化（褐変化）しやすいことが挙げられ

る。2024-03-0002 は、この問題点を考慮され、現状設定されている賞味期間も短か

った。スライス品における品質低下への対策を講じることは急務と考えられ、引き

続き試料数を増やして調査する必要がある。 

カテゴリーⅡ：特定加熱食肉製品（冷凍）は、Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）と

比較すると設定されている賞味期間は顕著に長かった。2024-03-0003 は、D「賞味

期間×1.25」において遊離水、いわゆるドリップにわずかな濁りが認められた。E「延

長が見込まれる期間１」なると、ドリップの濁りの他に弱い酸味が感知された。ま

た、このサンプルは A「初発」からすでにスライス断面の赤色が弱く、やや褐色で

あった。ただし、保管期間中のこうした変化は異常とされる程度ではなく、延長可

能と判断した。Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）と同様に、スライス品は保存温度が
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冷凍であっても品質が低下しやすいことが伺えた。 

2024-03-0004 は、A「初発」からドリップにわずかな濁りが認められた。D「賞味

期間×1.25」及び E「延長が見込まれる期間１」ではわずかに香辛料の風味が弱く

なり、風味の変化が感知されたが、外観、色調、肉質及び香りには異常とされるほ

どではなく、延長可能と判断した。2024-03-0005 は、A「初発」からドリップにわず

かな濁りが認められたものの最終の F「延長が見込まれる期間２」まで外観、色調、

肉質及び香りには品質低下は認められず、延長可能と判断した。2024-03-0004、0005

はいずれも真空包装のブロック品であり、試料の形状が長期的な保管を可能とする

要因と推定された。 

カテゴリーⅢ：加熱食肉製品（冷蔵）では、２試料いずれも賞味期間の延長が可

能だった。2024-03-0006 は、E「延長が見込まれる期間１」でドリップの発生がわ

ずかに観察された。F「延長が見込まれる期間２」ではドリップの発生に加えてわず

かに試料表面の乾燥が観察された。こうした変化は異常とされる程度ではなく、延

長可能と判断した。2024-03-0007 は A「初発」から F「延長が見込まれる期間２」

にかけて品質の変化は感知されなかった。0006 が含気包装であったのに対して 0007

は真空包装であり、包装状態の差が表面の乾燥に影響したと推定された。 

試験に供した２試料はいずれもスライス品かつ冷蔵保管という条件にもかかわ

らず、賞味期間の延長が可能となった。この要因として、加熱食肉製品の加熱温度

（63℃、30 分間と同等以上）や亜硝酸塩の使用が効果的であることが示唆された。

本試験では亜硝酸塩未使用品を購入することが出来なかった。次年度以降に調査し、

亜硝酸塩未使用でも賞味期間が延長か否かについて明らかにしていきたい。 

  

５-２ 理化学分析の結果 

（１）食肉製品の規格基準 

 ① pH 

食品衛生法における特定加熱食肉製品の製造基準では、特定加熱食肉製品の原料

肉は、不良肉を排除する目的から、 6.0 以下と定められているが、製品における pH

の基準値は設定されていない。また、加熱食肉製品においても製品の pH の基準値も

設定されていない。 

すべての試料において A「初発」から E「延長が見込まれる期間１」あるいは F「延

長が見込まれる期間２」にかけて pH の変化はなかった。賞味期間の延長ができなか

った 2024-03-0002 の pH5.7 から変化はなく安定していた。カテゴリー別では、特定

加熱食肉製品Ⅰ及びⅡは pH5.7—5.8 であったのに対し加熱食肉製品は pH6.2—6.3 と

高い傾向であった。これは、後述の離水率と関連した。 

 

 ② 水分活性 

 食品衛生法における特定加熱食肉製品の規格基準では、水分活性 0.95 以上は４℃

以下、水分活性 0.95 未満は 10℃以下で保存することとされている。 

 試料の状態を知るために A「初発」のみ試験を行った。試験の結果、Ⅰ及びⅡ：特

定加熱食肉製品（冷蔵・冷凍）の水分活性は 0.95 以上（0.97—0.98）となった。い
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ずれも保存温度は４℃以下、もしくは冷凍と設定されているため、問題はなかった。 

 

 ③ 亜硝酸根 

食品衛生法において、食肉製品における亜硝酸イオン残存量の基準は 70 ppm

（0.070 g/kg）を超えてはならないと定められている。亜硝酸塩には発色剤として 

の役割の他、微生物の制御効果も期待される。 

製造時に亜硝酸塩を使用しているⅢ：加熱食肉製品（冷蔵）２試料について亜硝

酸根の分析を行った。その結果、2024-03-0006 は A「初発」12.8ppm から F「延長が

見込まれる期間２」8.1ppm、2024-03-0007 は A「初発」20.1ppm から F「延長が見込

まれる期間２」9.3ppm、と保存期間の延長に伴い亜硝酸根が減少する傾向が認めら

れた。亜硝酸根は反応性が高く、常にミオグロビンやその他の食肉成分と反応して

分解されていく。本試験の結果においても亜硝酸根の分解が観察されたが、実際の

試料の色調に異常と判定されるような明らかな変化がなかったことは官能評価に

より確認されている。 

 

（２）酸化に関する分析 

 ① TBARS 

TBARS はアルデヒドなどカルボニル化合物の濃度を示し、カルボニル化合物は酸

化によって生成することから、生肉の場合、その数値は酸化の進行度の指標となる。

一般的に酸化は、褐変や酸化臭など品質にネガティブな影響を及ぼす。 

試験の結果、Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）において、保存期間の延長に伴い TBARS

値が A「初発」の値から約３倍上昇した。特に、2024-03-0002 は A「初発」の値も

高く、D「賞味期間×1.25」から E「延長が見込まれる期間１」にかけて倍増してお

り、酸化が進んだと推測された。 

（2024-03-0001 ブロック品：初発 0.6、E「延長が見込まれる期間１」2.4 ㎎/kg） 

（2024-03-0002 スライス品：初発 12.7、E「延長が見込まれる期間１」30.7 ㎎/kg） 

この結果から、ブロック品よりもスライス品の方が TBARS 値は高く、保管期間中

に酸化しやすい傾向にあることが伺えた。Ⅱ：特定加熱食肉製品（冷凍）において

は、３試料とも保存期間中の変化はなかった。亜硝酸が使用されていたⅢ：加熱食

肉製品（冷蔵）は「初発」の値が低く（0.9—1.3 ㎎/kg）、保管期間中の TBARS 値の

変化はなかった。亜硝酸塩には酸化を抑制する作用があり、結果に影響したと推察

された。 

 

 ② ミオグロビン組成 

食肉の色調は、食肉中の色素タンパク質であるミオグロビンに含まれる鉄の酸化

還元状態によって変化する。例えば、新鮮な生肉では、ミオグロビンの鉄は還元状

態（２価）となるため赤色を呈し、酸化が進行した食肉では、鉄は酸化状態（３価）

となって褐色を呈する。ミオグロビン組成とは、ミオグロビンの酸化型、還元型お

よび酸素型の割合を示しており、酸化型の割合が 50—60％を超えると、その色調は

褐色となる。 
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本試験では、Ⅰ及びⅡ：特定加熱食肉製品（冷蔵・冷凍）の５試料について試験

を行った。その結果、2024-03-0002 において、保存期間の延長に伴い酸化型が増加

し、還元型及び酸素型が減少した。この試料は TBARS 値の上昇が大きく、脂質の酸

化も進行しており、２つの酸化現象が相互的に作用しているものと考えられる。官

能評価により色調の変化（褐変化）と酸敗臭が感知されており、保存期間の延長に

伴い酸化が進行していたことが明らかになった。 

その他の４試料については、保管期間中のミオグロビン組成に変化は認められな

かった。 

 

（３）物性に関する分析 

 ① 色調 

食肉の色調は、色差計により数値化することが可能であり、L*値（明るさ）は数

値が大きいほど明るさが強いことを、ａ*値（赤色度）は数値が大きいほど赤色が強

いことを、b*値（黄色度）は数値が大きいほど黄色が強いことを表わしている。本

試験では、試料の赤肉部について色調の測定を行った。 

試験の結果、2024-03-0002 を除いて、A「初発」から E「延長が見込まれる期間１」

あるいは F「延長が見込まれる期間２」にかけて色調の変化は認められなかった。

変化が認められた 2024-03-0002 は、保存期間の延長に伴い赤色の強さを示すａ*値

の低下が認められた。食肉においては、酸化の影響で褐変化するとａ*値が低下する。

当該試料は、官能評価の結果において D「賞味期間×1.25」及び E「延長が見込まれ

る期間１」において褐変化が認められており、分析データにより裏付けされた結果

となった。 

 

② テクスチャー 

テクスチャーは、咀嚼したときに感じられる食感のことであり、硬さ、歯にくっ

付く性質である付着性、崩れにくさを示す凝集性、ゴムのような性質の有無を示す

ガム性などを数値化することが可能である。 

試験の結果は、A「初発」から E「延長が見込まれる期間１」あるいは F「延長が

見込まれる期間２」にかけて各値の変化は認められなかった。保存期間の延長に伴

う値の変化は認められなかった。  

 

 ③ 離水率 

 離水率とは、包装パッケージ内に生じたドリップの割合のことを表わす。  

試験の結果、Ⅰ及びⅡ：特定加熱食肉製品（冷蔵・冷凍）において、A「初発」か

ら E「延長が見込まれる期間１」あるいは F「延長が見込まれる期間２」にかけて離

水率が増加する傾向が認められた。中でもブロック品（2024-03-0001、0004、0005）

で離水率が高かった。この理由の１つは、スライス品はスライスするために包装を

開封することから加熱ドリップは含まれないが、ブロック品では加熱ドリップが含

まれてしまう点が影響することが示唆された。また理由の２つ目として、冷凍品は、

氷結晶の形成によって組織が損傷し、解凍時に離水が発生しやすいことが示唆され
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た。一方、Ⅲ：加熱食肉製品（冷蔵）の２試料は離水がほとんどなく、pH 試験で示

されたように高 pH（6.2—6.3）のため保水性が向上した影響と考えられた。 

 

６ まとめ 

国産ローストビーフについて、合計７試料の保存試験及び賞味期間延長可否を目的

とした品質に関わる調査を実施した。なお、試料は、食肉製品の製造基準の違いを基

に、保存温度帯別及び亜硝酸塩の使用別にカテゴリーを次の３つに分けた。カテゴリ

ーⅠ：特定加熱食肉製品（冷蔵）２試料、カテゴリーⅡ：特定加熱食肉製品（冷凍）

３試料、カテゴリーⅢ：加熱食肉製品・亜硝酸塩使用（冷蔵）２試料とした。 

Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）では、２試料のうち真空包装のブロック品は賞味期

間の延長が可能であったのに対し、含気包装のスライス品は延長がかなわなかった。

特定加熱食肉製品が抱える問題の一つとして、スライス品の色調が変化（褐色化）し

やすいことが挙げられるが、本試験の結果においても官能評価及び理化学分析の結果

からその問題点が浮き彫りとなった。この課題に対策すべく、引き続き試料数を増や

して調査する予定である。 

Ⅱ：特定加熱食肉製品（冷凍）では、全ての試料で賞味期間の延長が可能であった。

スライス品の断面でやや褐色が見られ、Ⅰ：特定加熱食肉製品（冷蔵）と同様に、保

存温度が冷凍であっても品質が低下しやすいことが伺えた。一方、真空包装のブロッ

ク品２試料は、品質の低下が認められず、賞味期間の延長が可能で長期的な保管が可

能な事が示唆された。 

Ⅲ：加熱食肉製品・亜硝酸塩使用（冷蔵）では、２試料ともにスライス品であるに

もかかわらず賞味期間の延長が可能であった。この要因として、加熱食肉製品の加熱

温度（63℃、30 分間と同等以上）や亜硝酸塩の使用が効果的であることが示唆された。

引き続き、亜硝酸塩未使用品でも延長か否かについて明らかにしたいと考える。 

なお、令和７年度も引き続き国産ローストビーフの賞味期間延長について、カテゴ

リー及び検体数を増やし試験を実施し、２年間の結果を報告する予定である。 

 

今回の結果が、ご協力いただいた企業のみならず、ローストビーフを製造している

企業において賞味期間を延長する検討に向けての支援になれば幸いである。 

最後に、試料提供及びヒアリングにご協力いただきました企業に、改めてお礼を申

し上げます。 

 



- 25 - 

 

３  ゲノミック評価を活用した和牛産地の活性化  

 

一般社団法人  家 畜 改 良 事 業 団 

事業部業務課長  小  園  勇  輔  

 

１  はじめに：和牛産地の課題  

我が国の肉用牛改良は、肉質向上を中心に進められ、遺伝的能力評価の実

用化が進み、脂肪交雑などの遺伝的能力は大きく向上しています。その結果、

令和３年には去勢牛の約 90％、雌牛の約 70％が４等級以上を占めるなど、高

品質な和牛肉生産が実現しています。しかし、近年、和牛の生産現場では子

牛価格の不安定化や飼養コストの上昇、生産者の高齢化といった課題が山積

しています。そのような中、一般社団法人家畜改良事業団（以下「当団」と

いう。）では科学的な根拠に基づいたゲノミック評価（以下「 G 評価」という。）

を活用することで、和牛産地の持続的な発展を目指す取り組みを始めていま

す。  

今回、ご紹介させていただきます「 G 評価活用による和牛産地活性化モデ

ル事業」は、日本中央競馬会特別振興資金の助成を活用し、当団が令和５年

度から３年間計画で実施している事業です。枝肉成績や脂肪酸組成などの遺

伝的能力を可視化し、子牛の取引や肥育の効率化、ブランド化支援などを通

じて、地域全体の活性化を目指しています。  

 

２  G 評価とは？  

G 評価は、従来の遺伝的能力評価に用いられる血統情報と枝肉成績に加え

て SNP 情報（ DNA 型情報）を利用することで、より正確度の高い評価値を得

ることができます。評価項目には、主要枝肉６形質および脂肪酸組成、発育

関連形質があり、主要枝肉６形質については当団の肉用牛産肉能力平準化促

進事業において、全国で生産された現場後代検定の調査牛・同期牛を基準集

団として評価し、その評価値の全国の基準集団における順位をアルファベッ

ト区分（ H・ A・ B・ C・ D）で表示しています。  

G 評価により、繁殖農家は保留する子牛の判断材料となり、肥育農家は生

産効率の高い子牛を選ぶ根拠となり、生産性向上と肥育計画の最適化が期待

できます。  

 

３  本事業の二つの柱と取り組み  

本事業は「産地の活性化」と「ブランド化支援」という二つの柱を軸に、

秋田県、沖縄県、愛知県に協力いただき実施しています。  

一つ目の柱である「産地の活性化」では、秋田県のあきた総合家畜市場お

よび沖縄県の JA おきなわ宮古家畜市場にて去勢子牛を中心に出荷予定子牛

の G 評価を実施し、評価した子牛は全て G 評価を公表することで、市場取引

情報を充実させています。これにより、購買者の判断を支援し、取引価格の
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向上と市場の活性化を目指しています。  

二つ目の柱である「ブランド化支援」では、愛知県の JA 愛知東が取り扱う

ブランド牛の脂肪酸組成をはじめとする脂質の向上により他ブランド牛と

の差別化や安定した質の確保を脂肪酸組成の G 評価を活用することで支援す

ることが可能かを検証・実証に取り組んでいます。  

 

４  市場活性化の取り組みと成果  

あきた総合家畜市場では、本事業の前に令和２年度から４年度に実施した

「肉用牛の高度生産体系確立・普及事業」において雌子牛の G 評価を市場に

て公表開始しましたが、本事業により、令和５年度からは市場名簿に一般的

に G 評価をしていない去勢子牛の G 評価結果を掲載し、さらに肥育農家が高

能力の子牛を選びやすくする仕組みが整えられました。公表する際は前事業

を踏襲し、「枝肉重量」・「ロース芯面積」・「脂肪交雑（ BMS No.）」の３項目で

「 A」以上の評価を得た去勢子牛にも市場名簿や繋留場にて「 G 優良」と表記

し、３項目で高い G 評価を有している子牛を見える化しました。  

JA おきなわ宮古家畜市場では令和７年１月開催市場より G 評価結果を公

表開始しました。公表の際は、秋田県での取り組みを参考に検討を重ねた結

果、同様に「枝肉重量」・「ロース芯面積」・「脂肪交雑（ BMS No.）」の３項目

で「 A」以上の評価を得た子牛に「 G 優良」と市場名簿に表記しています。  

令和６年度まで秋田県では 2,086 頭の G 評価を実施し、そのうち 1,019 頭

が市場出荷され、 264 頭が「 G 優良」と判定されました（表１）。沖縄県では

147 頭の G 評価を実施し、そのうち 59 頭が市場出荷され、 14 頭が「 G 優良」

と判定されました（表２）。  

 

５  取引価格への影響  

あきた総合家畜市場において公表を開始した令和５年９月から令和７年

３月までの去勢子牛の取引結果を検証結果について紹介いたします。  

「 G 優良」子牛の平均価格は、毎市場で去勢平均市場価格を上回る傾向に

ありました（図１）。  

表2.JAおきなわ宮古家畜市場　G評価実施および市場出荷状況　R5.9～R7.3

JAおきなわ宮古家畜市場

性別 年度
G評価

実施件数

G評価

(G優良含)

頭数

G優良

頭数

未実施

頭数

市場上場

総頭数

去勢 R06 117 53 14 375 428

117 53 14 375 428

雌 R06 30 6 0 234 240

30 6 0 234 240

147 59 14 609 668

市場出荷頭数

去勢 集計

雌 集計

総計
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また、 G 評価区分別に平均価格を見ると、「 G 優良」に関係する形質で平均

価格が高い傾向が見られ、特に量的形質が価格に影響している傾向にありま

した（表３）。  

「 G 優良」の価格差は、生産者の収益向上に繋がり、G 評価の「見える化」

が購買者に少なからず参考になっているものと考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  枝肉重量 G 評価と収益性  

枝肉重量の G 評価区分と各種市場成績平均を見ると（表４）、枝肉重量 G 評

価が高い H 区分の平均体重が大きく、 D 区分に掛けて平均が小さくなってい

ました。また、平均日齢も H 区分が一番短く、 D 区分に掛けて伸びていく傾

向が見られました。  

 

表4.枝肉重量のG評価区分ごとの子牛市場成績の平均区分

頭数 日齢 体重 価格 取引価格 kg単価 日齢単価 増体量

H 174 285.1 346.0 680.9 ¥680,856 ¥1,959 ¥2,412 1.22

A 166 286.9 334.5 640.2 ¥640,193 ¥1,902 ¥2,241 1.17

B 212 289.4 324.7 558.6 ¥558,603 ¥1,710 ¥1,940 1.12

C 138 291.1 318.3 529.2 ¥529,196 ¥1,653 ¥1,823 1.10

D 70 291.7 309.0 478.5 ¥478,516 ¥1,540 ¥1,650 1.06

3,749 289.2 329.4 569.2 ¥569,249 ¥1,721 ¥1,985 1.14

4,509 289.0 329.3 573.0 ¥573,032 ¥1,731 ¥1,998 1.14

枝肉重量

G評価

（760頭）

Gなし

全体平均

去勢

表3.各形質のG評価区分ごとの子牛取引平均価格

枝肉重量 ロース芯面積 バラの厚さ 皮下脂肪厚 歩留基準値 BMS №

H ¥680,856 ¥683,386 ¥651,842 ¥578,214 ¥635,393 ¥665,695

A ¥640,193 ¥579,670 ¥612,725 ¥585,968 ¥618,441 ¥634,910

B ¥558,603 ¥553,770 ¥571,586 ¥576,866 ¥570,638 ¥551,918

C ¥529,196 ¥487,376 ¥537,826 ¥602,519 ¥519,230 ¥516,861

D ¥478,516 ¥429,132 ¥523,298 ¥610,521 ¥523,160 ¥454,510

¥569,249

¥573,032

G評価

区分

去勢

Gなし

全体平均
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枝肉重量 G 評価と増体量の間に

は相関係数 0.472 と正の相関も確

認され（図２）、枝肉重量の G 評価

が高い子牛ほど一日あたりの増体

量が大きく、早い日齢での出荷が

期待できます。これにより、飼料

費や労働コストの削減による、生

産者の経営改善に大きく貢献でき

ることが期待されます。  

                                                                      

７  ブランド化支援における脂肪酸組成の活用  

オレイン酸や一価不飽和脂肪酸（以下「 MUFA」という。）といった脂肪酸は、

肉の風味や口どけを左右する重要な成分で、注目されている形質です。愛知

県の JA 愛知東が取り組むブランド牛「特産鳳来牛」では、これまでに肥育牛

229 頭の G 評価と 162 頭の脂肪酸分析を行い、現状を把握しました。さらに、

JA 愛知東管内で子牛生産から肥育まで行うブランドであるため、基となる G

評価実施済みの繁殖雌牛 250 頭に対しても脂肪酸組成の G 評価を追加実施す

るなど、安定した品質の生産基盤確保に取り組みました。  

また、 G 評価と脂肪酸組成および肥育成績について検証しました。その結

果、G 評価と脂肪酸組成の実測値には正の相関が確認されました（図３、４）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ オ レ イ ン 酸 の G 評価（ 横軸 ）と 実 測 値（縦 軸 ）

の 関 係 を 示 し て い ます 。  

※ 対 象 は G 評 価 と オ レ イ ン 酸 実 測 値 を 有 す る

162 頭 （ ● ： 雌 、■ ： 去 勢）。  

※ 図 中 の 点 線 は 回 帰 直 線 で デ ー タ の 全 体 的 な 傾

向 を 表 し て い ま す 。  

※ 右 下 に 記 載 し た「 R＝ 0.436」は 相 関 係数 で 2 つ

の デ ー タ の 関 係 の 強 さ を 表 し て お り 、 中 程 度 の

正 の 相 関 が 認 め ら れま し た。  

※ G 評 価 が 高 い ほ ど 、 オ レ イ ン 酸 実 測 値 も 高 く

な る 傾 向 が 確 認 で きま し た  

※ MUFA の G 評 価 （ 横軸 ）と 実 測 値 （ 縦 軸 ） の関 係

を 示 し て い ま す 。  

※ 対 象 は G 評 価 と MUFA 実測 値 を 有 す る 162 頭 で オ

レ イ ン 酸 と 共 通 の デー タ 。  

※ 図 中 の 点 線 は 回 帰 直 線 で デ ー タ の 全 体 的 な 傾 向

を 表 し て い ま す 。  

※相関係数は 0.421 で中程度の正の相関が認

められました。  

※ G 評価が高いほど、MUFA 実測値も高くなる傾

向が確認できました。   
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さらに、 G 評価と枝肉主要６形質の枝肉成績との間にも強い相関が確認さ

れ（図５）、安定した品質の確保と、地域ブランドの差別化戦略としても大き

な役割を果たせる可能性が示唆されました。  

 

 

８  おわりに  

G 評価活用による産地活性化モデル事業において、取引価格の向上、早期

市場出荷による飼料費や労働コストの削減による経営改善、肥育効率の改善、

ブランド価値の向上や生産の安定化が期待できることが示唆されました。令

和７年度の最終年度には、これまでの成果を総括し、本事業のもう一つの目

的である各地での情報交換会による、成果の周知と普及により和牛産地の活

性化や畜産経営安定化を目指すとともに新たなニーズや課題の意見交換を

行うこととしています。  

本事業の推進にあたっては、各県の行政機関、農協、市場関係者、生産者

の皆様をはじめ、関係機関の皆様に多大なるご協力をいただきました。この

場をお借りして心より感謝申し上げます。   

図5.枝肉主要6形質の枝肉成績とG評価との関係

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

-150 -100 -50 0 50 100 150

枝
肉
重
量
枝
肉
成
績

枝肉重量G評価

枝肉重量 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.607
40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

ロ
ー
ス
芯
面
積
枝
肉
成
績

ロース芯面積G評価

ロース芯面積 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.641
4

5

6

7

8

9

10

11

12

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

バ
ラ
の
厚
さ
枝
肉
成
績

バラの厚さG評価

バラの厚さ 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.670

0

1

2

3

4

5

6

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

皮
下
脂
肪
厚
枝
肉
成
績

皮下脂肪厚G評価

皮下脂肪厚 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.736
70

72

74

76

78

80

82

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0

歩
留
基
準
値
枝
肉
成
績

歩留基準値G評価

歩留基準値 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.689
0

2

4

6

8

10

12

14

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Ｂ
Ｍ
Ｓ

枝
肉
成
績

BMS No.G評価

BMS No. 枝肉成績：G評価

●雌

■去勢

R=0.699

No.

※ 枝 肉 主 要 6 形 質 につ い て、 実 際 の 枝 肉 成 績 と G 評 価と の 関 係 を 表 し た 図で す 。  

※ 横 軸 は G 評 価 、 縦軸 は 枝肉 主 要 6 形 質 そ れ ぞれ の 枝肉 成 績 。  

※ 対 象 は G 評 価 と枝 肉 成績 を 有 す る 163 頭で オ レイ ン 酸 、 MUFA デ ー タ を持た な い 個 体 も 含 み ま

す 。（ ● ： 雌 、■ ： 去 勢）。  

※ 図 中 の 点 線 は 回 帰直 線 でデ ー タ の 全 体 的 な 傾向 を 表し て い ま す 。右 下 に 記 載 した「 R＝ 」は 相

関 係 数 で 2 つ の デ ータ の 関係 の 強 さ を 表 し て おり 、 各形 質 で 正 の 相 関 が 認め ら れま し た 。  

※ ど の 形 質 も 、 G 評 価 が 高い ほ ど 、 実 際 の 枝 肉成 績 も良 い 傾 向 が 確 認 で きま し た。  
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○食肉輸出関連情報  

           日本産牛肉輸出拡大の課題と対応方向  

 

一般社団法人日本畜産物輸出促進協会 

専務理事          川 島 俊 郎 

 

 食肉四季報春号 № 170）で牛肉を中心に当協会の輸出促進活動を紹介した

が、その後、５月 30 日付けで、食料・農業・農村基本計画№以下「計画」）

を受けた農林水産物・食料の輸出拡大実行戦略№以下「実行戦略」）が策定さ

れ、国別の輸出目標額や課題・方策等が示された。  

本稿では、協会が行う現地での和牛セミナーや国際見本市への参加、国内

外の食肉事業者等との意見交換を通じて得た経験も踏まて、日本産牛肉の輸

出拡大を図っていくに当たっての国別の課題と対応方向を考えてみた。  

 

１  実行戦略の概要  

基本計画は牛肉の 2030 年目標を 1,132 億円№2024 年実績 648 億円：以下

同じ）と設定しているが、実行戦略では、地域別の目標が示されており、米

国 236 億円№135 億円）、EU 等 92 億円№71 億円）、中国 200 億円№－）、台湾

150 億円№113 億円）、香港 136 億円№85 億円）、イスラム諸国 86 億円№36 億

円）、シンガポール、タイ等その他 232 億円№209 億円）としている。  

 

２  国別の課題と対応方向  

（１）米  国  

2024 年の対米国輸出は正肉ベース№以下、本稿において同じ）で 2,139 ト

ン№対前年比 187％）、135 億円№同 145％）となった。台湾、香港を抑えて

はじめて第１位になったが、人口規模、1 人当たりの牛肉消費量等からみて、

更に伸びる余地はあると考えている。また、ロイン中心といわれてきた需要

も、ロイン比率の推移を見ると 88％ №2020 年）から、徐々に下がり 79％ №2023

年）、48％№2024 年）となり、セカンダリーの価格と品質のバランスの良さ

が少しずつ評価されているように思われる №但し、2024 年の大幅な減少は後

述する低関税枠の影響も受けている）。  

協会の和牛セミナーは、これまでニューヨーク、ロサンゼルスといった東

西海岸の大都市を中心に開催してきたが、昨年度からシカゴやヒューストン

等の内陸部都市にシフトしており、新規都市であることも考慮して、ロイン

系の良さと併せて、非ロイン系の特徴、カッティング技術の普及に努めてい

る。  

 

①  継続的アプローチ  

新規都市での需要開拓には、単発ではなく複数年にわたる継続的なア

プローチが重要と感じている。例えば、１年目に日本人講師によるカッ
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ティングデモ等を行った次の２年目には現地 №人人系：以下同じ）シェ

フによるクッキングデモ、更には３年目に現地消費者に受け入れてもら

えるメニューの開発・提供を JFOODO №日本食品海外プロモーションセン

ター）と連携して行うといったことが考えられる。本年度からシカゴを

手始めに実行に移していく予定である。  

 

②  現地流通業者との関係強化  

米国における日本産牛肉の流通は正確な数字は不明なものの、大半が

日系、アジア系に担われていると言われており、一層の現地商流開拓が

重要な課題である。協会では JETRO№日本貿易振興機構）現地事務所と

連携して、昨年度初めて、日本産牛肉をまだ扱った経験がない現地流通

業者を日本に招へいし、食肉加工施設、生産農場等に訪問してもらう取

り組みを行った。今年度はこうした取組みに加えて、同じく JETRO との

連携により、調理師学校等との連携による現地での和牛講座の新規開設、

現地食肉事業に詳しい専門家・企業への調査の委託、全米レベルの食肉

団体が主催するコンフェレンスへの出展等により現地流通事業者等と

の緊密な関係を構築していきたいと考えている。  

 

③  ブランディングの強化  

USDA №米国農務））の肉質等級分類で最上とされるのはプライムであ

るが、10 年前に２％程度であったその格付割合は現在約 10％にまで上

昇している。  

また、米国産 Wagyu や豪州産 Wagyu の人気は高く、やわらかく脂肪交

雑の入った牛肉に対する需要は今後も着実に増加するとみられている。

外国産 Wagyu はごくわずかながらフルブラッドといわれる和牛血統

100％のものもあるが、大半は現地品種との１代交雑種 №50％）と言われ

ており、サシの程度、和牛香等の点からも 100％純粋の日本産和牛とは

別物というのが多くの関係者の認識である。もちろん外国産牛肉にも優

れた点があり、食肉王国を自認する米国市場に浸透していくには、それ

ぞれの違い、特徴を客観的に評価したうえで差別化することが必要不可

欠である。日本産和牛のブランディングに当たり、オールジャパンの位

置付けを明確にできる和牛統一マークや個体識別番号を活用した和牛

証明書の活用は有効であると考えている。国内の輸出産地№コンソーシ

アム）の中にも、それぞれのブランド普及に当たり統一マークを併用し

ていただいている例もあり、更に連携して取り組んでいきたい。  

 なお、対米国輸出時の統一マーク使用促進のため、今年度、輸出事業

者の協力を得て、輸出用梱包箱に統一マークを貼付等して米国に輸出で

きるよう、米国当局の FSIS №食品安全検査局）への使用許可申請と取得

後の試験的輸出に取り組むこととしている。この取り組みを通じて得ら

れた情報については、とりまとめの上関係者に提供したいと考えている。 
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④  関税問題  

65,005 トンの枠内であれば 4.4 セント/㎏の低関税が適用される低関

税枠は他国との共有であり、近年は大半がブラジルに使用され、年々枠

消化の時期が早まっている。今年はこれまでで最も早い１月中旬に消化

され、枠外の 26.4％が適用されることになった。近年のこうした傾向を

受けて、他の輸出国と同様、日本からの輸出も昨年 12 月に冷凍を中心

に年間の３割強に当たる 761 トン(うち非ロインが約 71％の 544 トン)

が輸出されている。加えて４月からは 10％の相互関税が課されたため、

税率は６月末現在 36.4％になっており、取引の一部見合わせ等影響が出

ている。因みに、今年に入ってからの輸出額№1-4 月）は全輸出国合計

で対前年同月比 190.3％ (209 億円 )であるのに対して、米国向けは同

85％(36 億円)である。  

協会としても、機会を得て５月 20 日、自民党の米国の関税措置に関す

る総合対策本部会議において、現状を報告するとともに、早期の解決を

要望したところである。  

 

（２）EU 

2024 年の対 EU 輸出は 745 トン№対前年比 131.5％）、70 億円№同 129.9％）

で高い伸び率を示している。人口規模等を考えると米国同様伸びる余地はま

だまだあると思われる。  

しかしながら、EU には、生産段階からと畜段階にかけて、動物用医薬品№ホ

スホマイシン及びエストラジオールの生涯不使用の申告）、森林デューデリ

ジェンス№森林破壊によって開発された農地での生産でないことの確認）、ア

ニマルウエルフェア、残留物質モニタリング等の各種規制が課せられており、

輸出拡大のためにはこれらのクリアが大きな課題である。  

また現在、加工流通段階に影響を及ぼす包装及び包装廃棄物に関する規制

が 2030 年度の運用開始に向けて策定中であり、またアニマルウエルフェア

についても、飼養管理、と畜等に係る見直しが予定されているとのことであ

り、協会としても、農林水産）等関係）庁と連携して情報収集と提供に努め

ていく。  

なお、協会の輸出促進活動については、長年取り組んできたロンドン、パ

リ、ベルリンといった主要大都市から、近年は、イタリア、スペインといっ

た南欧の都市に活動範囲を拡大しているところである。他の個別的な課題と

しては、米国と同様、あるいは EU 各国の母国語、食文化等がそれぞれ異なる

こと等を考慮すればそれ以上にきめ細かな継続的アプローチ、現地流通業者

との関係強化等が必要と考えている。  

 

（３）イスラム諸国  

イスラム諸国は、輸出に当たり、と畜施設等が相手国から認定されたハラ



- 33 - 

 

ールと畜証明書発行機関 №以下、「ハラール認証機関」）から認証を受けるこ

とが必要な国であり、UAE、カタール、バーレーン、インドネシア、マレーシ

ア、サウジアラビアがあげられる。このうちマレーシア、UAE、インドネシア

の３か国が主要なマーケットとなっており、2024 年の輸出額はそれぞれ 20

億円№対前年比 131.5％）、10 億円№同 119.7％）、５億円№同 159.6％）とな

っている。イスラム諸国は人口構成において若年層が多く、また、和牛のサ

シが好まれるとも言われており、今後も有望な市場と考えられることから、

協会としても、初めての和牛セミナーを昨年度サウジアラビアで、本年度も

インドネシアで開催する予定としている。  

 

①  と畜施設の認証取得等  

マレーシア、UAE、インドネシアを見ると、認証取得施設はそれぞれ２

施設、５施設、２施設№７年５月現在）と非常に限られている。相手国

が求めるハラールと畜に関する基準等多くの基準をクリアできること

について国内のハラール認証機関等から認証され、定期的な査察等を受

ける必要があるため、その取得 ・持 に対する支援が重要になっている。 

また、ハラールと畜を行うムスリム№イスラム教徒）の人材確保・教

育等も課題であり、イスラム向け輸出に取り組む関係者が苦労する要因

になっている。今後は、ハラール認証の円滑化の観点から、国内のハラ

ール認証機関との連携体制の構築が重要な課題になってくると考える。 

これらについては、公益財団法人食肉生産技術開発センターが精力的

な調査・検討を行っており、今後、その成果も踏まえ、農林水産）、厚

生労働）他関係）庁をはじめ、ハラール認証機関も含めた関係者の連携

による課題解決に向けた取組みに協会としても協力していきたい。  

 

②  輸入割当  

インドネシアにおいては、食品では牛肉を含め７品目を対象に、国家

商品バランスシステムという制度に基づき、事業者に対する輸入数量の

割当が行われている。制度の目的は、輸出入における許認可の簡素化や

透明化等とされているが、国産化の推進と輸入量の削減も目的の一つで

あるとの見方もある。インドネシア向け牛肉輸出は本年 1-4 月で 1.4 億

円№対前年同月比 203.5％）と伸びているが、今後、安定的な輸出に影

響がでないか注視していく必要がある。  

     

③  非イスラム諸国のムスリム市場  

ハラール処理した牛肉の輸出については、イスラム諸国のみではなく、

アメリカ等非イスラム諸国のムスリムにおける需要も大きいものがあ

ると思われ、現に牛肉輸出国であるニュージーランドやオーストラリア

では、ハラール処理牛肉をアメリカ等のムスリム向けに相当量輸出して

いる。我が国とこれらの国では、と畜施設の規模、輸出量、輸出への依
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存度等状況は大きく異なるが、今後、対応方法等関係者による検討を進

めていくことが重要になると考える。  

 

（４）台湾・香港  

台湾・香港への 2024 年の輸出額はそれぞれ 113 億円№対前年比 118.5％）、

77 億円№同 91.1％）となり、台湾は依然として順調に伸びているが、香港に

ついては、中国本土の経済不況の影響などから輸出が伸び悩んだ。なお、今

年の輸出額№1-4 月）は、それぞれ対前年同月比 113.8％ №38 億円)、106.0％

(25 億円)となっており、香港についても回復することを期待している。  

両市場については、日本食や日本文化に対する人気も高く、一部に価格競

争が起きているとの指摘もあるが、非ロイン系も含めてフルセットでの輸出

が進んでいるほか、スライス肉、小割肉、食肉加工品など新たな品目の需要

が拡大しており、今後も期待ができる。  

協会としては、昨年香港において、牛肉を筆頭に、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛

乳乳製品、食肉加工品の全品目横断的なプロモーションを行ったところであ

り、本年は従来通り、現地食肉事業者等のカッティング技術習得のための日

本への招へい事業等を中心に活動する予定である。  

 

（５）  中国  

 中国については、５月 28 日、日本産水産物の輸出再開に必要な技術的要件

が合意されたところであり、牛肉についても、近い将来における輸出再開の

期待が高まっている。その具体的な時期を見通すことはもちろん難しいが、

中国向け輸出に当たっての大きな課題の一つに日本産和牛のブランディン

グの保護があると考えており、輸出再開に備えて、本年度、中国に対して既

に輸出を行っている豪州、米等産の牛肉を対象に、輸入条件や、輸入、流通、

小売り段階におけるトレーサビリティ等情報伝達と表示に関する調査を行

うこととした。  

 中国については、これまでも 「中国の高級牛肉市場調査」等を適宜行って

きており、引き続き情報収集と提供に努めたい。  

 

以上、個人的な見解を含めて主要輸出国毎の課題と対応方向を述べたが、

輸出に共通する課題もあり、例えば、現地需要者の希望する量、部位、カッ

ト等に対応するための国内外の供給体制、これを担う食肉加工技術者の本格

的な育成の在り方、輸出国毎に異なる表示事項等の類型化、通関、検疫等輸

入手続きに係る各種課題の共有と改善の働きかけ、と畜施設のハード・ソフ

ト両面での整備、日本の和牛肉の差別化のための科学的知見の収集等があげ

られる。日本産牛肉の輸出が本格化して約 10 年が経過したが、関係機関が連

携した取組みが一層重要になると考える。  
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〇行政統計情報  

畜産統計（令和７年２月１日現在）  

 

農林水産省  大臣官房統計部  

（令和７年７月 25 日  公表）  

 

【調査（統計）結果】  

 

１  肉用牛  

 

肉用牛の全国の飼養戸数３万 4,000 戸で、前年に比べ 2,500 戸（ 6.8％）減

少した。  

飼養頭数は 259 万 5,000 頭で、前年に比べ７万 7,000 頭（ 2.9％）減少した。  

1 戸当たり飼養頭数は 76.3 頭で、前年に比べ 3.1 頭（ 4.2％）増加した。  

飼養頭数の内訳をみると、肉用種は 185 万 1,000 頭で、前年に比べ４万 6,000

頭（ 2.4％）減少した。このうち、子取り用めす牛は 61 万 1,400 頭で、前年に

比べ２万 9,000 頭（ 4.5％）減少し、肥育用牛は 83 万 3,600 頭で、前年に比べ

8,000 頭（ 1.0％）減少した。  

また、乳用種は 74 万 3,800 頭で、前年に比べ３万 1,300 頭（ 4.0％）減少し

た。このうち、ホルスタイン種他は 18 万 4,400 頭で、前年に比べ２万 3,500

頭（ 11.3％）減少し、交雑種は 55 万 9,400 頭で、前年に比べ 7,800 頭（ 1.4％）

減少した。  
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全国農業地域別にみると、肉用牛の飼養戸数及び飼養頭数は、いずれも前年

に比べ全ての地域で減少した。  

なお、地域別の割合は、九州が飼養戸数では 43.5％、飼養頭数では 36.9％

となっている。  

 
 

 

肉用牛の総飼養頭数規模別にみると、飼養戸数は、前年に比べ「 500 頭以上」

の階層で増加したが、これ以外の階層では減少した。飼養頭数は、前年に比べ

全ての階層で減少した。  

なお、規模別の構成比は、「 500 頭以上」の階層が飼養戸数では 2.3％、飼養

頭数では 45.1％となっている。  
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○食肉関係団体調査情報  

１  令和６年度の格付結果及び新技術活用の取組の概要について  

 

公益社団法人日本食肉格付協会  

 

１  令和６年度の格付の現状  

当協会は我が国唯一の食肉の格付機関として、中央・地方卸売市場をはじ

め、全国の主要な食肉センター等全国 126 か所において、牛・豚枝肉取引規

格に基づき全国統一的な枝肉の規格格付を実施しており、令和６年度には牛

は 106 か所で 94 万 3,562 頭、豚は 96 か所で 1,232 万 3， 251 頭の枝肉を格

付した。全国のと畜頭数に対する格付の割合は、牛で 85.2％（ 0.6 ポイント

増）豚で 76.3％（ 0.8 ポイント減）となっています。（表１、表２）  

また、牛枝肉の肉質等級別の格付割合は、和牛去勢で「５」等級 68.6％、

「４」等級 24.2％（「４」等級以上合計 92.8％）となっています。  

 

     

 

２  格付関連付加情報の提供等  

家畜改良増殖目標等で「食味」に関する評価手法の確立等が謳われ、脂肪

内に含まれるオレイン酸等の含有率の情報が求められていることから、格付

のオプションとして要望のあった出荷者等に対して、令和６年度には牛枝肉

では 17,725 頭（前年比 128.6%）、豚枝肉で 15,900 頭（前年比 141.1％）の測

定データ提供を行いました。  

また、PMS（ポーク・マーブリング・スタンダード）については、 2,057 頭

（前年比 116.3％）の判定結果を提供しました。  

 

表１．牛枝肉の格付概況

と畜頭数
（Ａ）

対前年度比
格付頭数
（Ｂ）

対前年度比
格付率
（Ｂ)/(Ａ）

1,107,970 100.9% 943,562 101.6% 85.2%

注）と畜頭数は農林水産省「食肉流通統計」による。

表２．豚枝肉の格付概況

と畜頭数
（Ａ）

対前年度比
格付頭数
（Ｂ）

対前年度比
格付率
（Ｂ)/(Ａ）

16,153,083 98.5% 12,323,251 97.5% 76.3%

注）と畜頭数は農林水産省「食肉流通統計」による。
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３  新技術活用の取組（国産豚肉の非破壊品質評価手法実用化調査事業）  

これまで取り組んできた豚枝肉の品質評価に係る日本中央競馬会の畜産

振興事業の成果を踏まえて、さらなる知見の集積やより実用的な手法の開発

を目指して、令和４年度から令和６年度の事業として「国産豚肉の非破壊品

質評価手法実用化調査事業」に取り組みました。  

この事業では、「豚枝肉脂質判定技術開発調査事業」（平成 30～令和２年

度）の成果に基づき、食肉脂質測定装置で測定できるようになった豚枝肉の

オレイン酸等の脂肪酸組成の具体的な数値と食味との関係性、即ちオレイン

酸が何パーセント以上或いは一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸の比率

がどの程度なら食味が良いと評価できるのかといった点を解明する調査を

行いました。この結果、好ましい食味の指標として、一価不飽和脂肪酸と多

価不飽和脂肪酸の比率である「 M/P比」という新たな概念を設定することがで

きました。  

また、「国産豚肉生産性・品質向上のための緊急調査事業」（令和元～３

年度）の成果である食肉脂質装置によりロース芯の粗脂肪等の一般成分組成

を測定できるようになりましたが、ロース断面での計測でないと十分な精度

とはなりませんでした。これは豚枝肉の流通実態（ロース切開が一般的では

ない）からして利用範囲が限られるため、半丸枝肉の露出割面の筋肉部の計

測等により高精度にロース芯の一般成分を推計する手法の開発に向けた調

査を行いました。この結果、半丸枝肉の露出割面の筋肉部２か所の光学測定

結果と外観４部位の評価の組み合わせにより精度の高い（相関係数 0.69）評

価ができることが確認できました。（事業成果リーフレット参照）  

 

リーフレット URL ：お知らせ詳細｜日本食肉格付協会（ JMGA）  

     https://www.jmga.or.jp/information/entry/725 
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２ 食肉業界の販売動向について（2025年６月報告） 

 

                 公益財団法人日本食肉流通センター 

 

当センターは、直近の食肉の販売動向について、食肉事業者の生の声を聴き、

その概要を年３回定期的に報告しています。 

 

今回の聴取りは、当センターの部分肉流通情報委員になっていただいている食

肉事業者の方々にご協力いただき、2025年５月16日から６月２日に実施しました。

前回の報告以降となる2025年１月からゴールデンウィーク（GW）までの食肉販売

動向を中心にお聴きしています。 

 

１ 牛肉の販売動向 

輸入牛肉の厳しい販売環境が続く中で、国産牛肉の販売については、食肉事業

者の販売先や畜種の違いによって報告内容にバラツキが見られました。 

和牛については、比較的堅調な販売であったという報告と動きが悪かったとい

う報告に分かれました。その中でも、昨年末に逼迫していたカタロースの動きが

なくなった、ロイン系の動きは相変わらず鈍く販売に苦労している、スネ、ブリ

スケ等の低価格部位の動きは引き続き好調であるという報告が多くありました。 

消費者の節約志向を反映した商品・価格の設定の意識から、和牛経産牛の飼い

直しの引き合いが強くなっているとの報告も多く聴かれました。同様の理由と輸

入牛肉の代替として乳廃牛の牛正肉（ひき肉材）の引きが強く注文に応え切れな

い状況であるとの報告もありました。 

また、輸入牛肉の相場高が続く中で、乳去勢牛の出荷頭数減少、交雑牛の相場

高、和牛３等級の価格上昇などの状況により、需要者の販売戦略から、乳去勢牛

から交雑牛へ、交雑牛から和牛へのシフト、あるいはその逆のシフトも起きてい

るようです。 

 

【食肉事業者の主な声】 

・ GWでは、和牛肉が飲食店向けで動いたが、百貨店での動きが悪く、ウチモ

モ、ソトモモ、サーロインが余った。サーロインは年末商品向けに凍結に回

すとともに、それでも余るものは大幅な値引きをして売り切った。 

 

・   飼い直した和牛経産牛を求める注文が多くなって相場が上がっており、交

雑牛より高い価格で購入して卸している。飲食店では手頃な和牛メニューを

維持するのに欠かせないらしい。 

 

・ 得意先の焼肉チェーンでは、メニューの値上げをしたため、客数は減少し

たが、客単価が上昇して売上げは横ばいとなっている。原料仕入れ価格や他

のコストの上昇から前年よりも利益は減少している。 
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・   乳去勢牛の頭数が減少していることから交雑牛にシフトしている得意先

がある一方で、逆に交雑牛は相場高から販売力が低下していることから、和

牛に切り替える量販店も出ている。 

 

・ 牛肉の輸出国からみると、日本は、高く買う力が弱くなってきているのに

スペックが細かく食肉工場の作業員に負荷がかかる国になっている。先方は、

もっと大きなマーケットへの輸出を増やそうという考えになっている。（大

手食肉加工メーカー） 

 

２ 豚肉の販売動向 

国産豚肉の枝肉相場は昨年の高騰に比べて落ち着いてはいるものの、積極的な

販売を展開するには、まだ高い水準であるという意見が多くありました。しかし、

荷の引き合いはあり、需給はタイト気味であるとする報告が多くありました。一

方で、仕入れのセット価格に対してパーツ販売価格が安いため、利益が取りにく

く、荷の動きも鈍いとの報告も一部でありました。 

輸入豚肉については、仕入価格の相場高が続くのに加えて、通関遅れなどによ

り契約どおりの納品に不安な状態が続いているため、得意先に販促の提案がしに

くいとの報告が多くありました。このため、国産豚の安い部位、さらには鶏肉に

替えて提案していくとの報告がありました。 

また、国産豚肉をフルセットで仕入れてパーツ販売している食肉事業者からは、

売りにくいロースなどの評価（売価）を下げる一方、バラの評価を上げて販売を

展開しているとの報告もありました。 

 

【食肉事業者の主な声】 

・ 国産豚肉の販売は、GW期間も含めて順調である。大貫（繁殖豚等の規格外

の豚）ものの価格が上昇し、つられて一般豚のウデとモモの評価が上昇して

いる。その反面、ロースの評価を下げている。（養豚事業を有する食肉事業者） 

 

・ 国産豚肉の販売では、ロースの価格を下げると動く。当社では、ロースと

カタロースの評価を下げる一方で、バラの評価は上げている。ウデとモモの

評価はそのままとしている。 

 

・ 当社では、国産豚肉のセット仕入れ価格が高い中でパーツ販売価格は安く、

当社の利益率は低迷し、結果、国産豚肉の荷動きは鈍かった。その中で動き

のよい部位は、低級部位であった。 

 

・ 昨年は、国産豚肉の相場が高くて大きな赤字を出してしまった。このため、

量販店との年間契約の更新に合わせて、相場に応じた値上げができるように

契約での指標の係数の変更をお願いしている。（大手加工メーカー） 
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・ 所得が物価に追い付かない状態が続く中で、安価な商材としてメキシコや

ブラジルの豚肉を拡大したいと思っている。米国の関税問題がカナダ産豚肉

にどう影響するかも日本にとって重要なカギとなる。（食肉加工メーカー） 

 

３ 米国の関税措置及び和牛肉需要拡大対策 

本年４月に米国が発表した関税（いわゆるトランプ関税）は、日本の産業界に

大きな影響を与えることが危惧されています。食肉については、牛肉輸出などの

直接的にかかる関税の影響だけではなく、国際貿易や国内経済への影響も食肉需

給に大きく関わります。 

現在、食肉業界では、日米間交渉の行方についての情報の収集と分析をしてい

くということが基本姿勢のようですが、一部では牛肉輸出を早めたり、輸出先の

多角化を検討したりするなどの動きもみられます。 

また、農林水産省は、令和６年度補正予算で予算額170億円と規模の大きな和牛

肉需要拡大緊急対策事業を措置し、業界では和牛の国内需要の停滞を改善するも

のと期待されています。聴き取りした食肉事業者の中でも多くの者が事業を活用

しており、その効果として得意先との商談が進めやすい、新規の得意先が獲得で

きた、和牛相場の下支えとなっている等の報告がありました。 

 

【食肉事業者の主な声】 

・ トランプ関税の先行きが不透明であり、業界では、米国への和牛肉出荷を

早める会社と様子見の会社に分かれているようだ。当社では、米国は主要な

輸出先であるが、ＥＵ向け輸出の強化を検討している。 

 

・ 米国関税の目に見えた影響は感じられないが、米国・中国間の関税問題で

米国産フローズン・ショートプレートを中国が買わなくなるのではないかと

いう憶測が飛んでいて、国内での取引価格が下がってきているようだ。 

 

・ 農林水産省の和牛需要拡大対策により得意先との商談が円滑に進み、新規

顧客も出てきている。和牛肉の需要が拡大し、和牛枝肉相場の浮上効果があ

る。 

・ 和牛需要拡大対策を活用している。昨年まではリブロースの販売に苦労し

たが、量販店との商談が進んで動くようになった。サーロインも関西を中心

とした外食チェーンからの大口受注があり、社内で和牛の余剰部位はなく、

不足状態である。 

 

・ 当社では、和牛需要拡大対策のパーツ奨励金を活用して和牛の動きがよく

なっているが、仕入れ値も上昇している。フルセットの奨励金にも取り組み

たいが、得意先からはフルセットは捌き切れないと言われている。 
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４ 食肉事業者の今後の見通しと対応 

GW以降の食肉の販売状況では、動きが一時停滞状況にあるとの報告が多くあり

ました。聴取りでは、今後の食肉販売の見通しと対応についても尋ねています。

今回は、特徴のある報告について紹介いたします。 

 

【食肉事業者の主な声】 

・ 国産牛肉の価格高の対応として、脂肪等整形の加工度を低く（歩留率を高

く）して納品単価を抑える提案をし、インストア加工の得意先から一定の評

価を得ている。加工度が低いため、得意先では、加工時の端材や脂肪をひき

肉の原料に組み合わせるなどの工夫が必要となるが、食品ロスも減り、双方

にとってよい提案となっている。（大手食肉加工メーカー） 

 

・ 最近は、納入価格を抑えるような量販店側のルールは通用しなくなってお

り、我々卸業者も納入価格について主張するようになっている。ただ、地域

差があり、地方ではまだ以前のようだ。 

 

・ 今年も暑い夏が長く続くと、和牛のロインとヒレの動きは読めなくなる。

動きが鈍くなった場合は、ロインはできる限り販促をかけて動かし、ヒレに

ついては評価見直しにより動かす。 

 

・ 国産豚肉を使ってBBQ向けとして加工品の開発に取り組み、90グラムと大

きなフランクフルトを作った。現在、好調に売れている。 

 

・ 系列の焼肉店では、閉店時刻を早めたり、アルバイト賃金を上げたりして

人手不足に対応していく他、配膳ロボットを導入していく。ロボットは運ぶ

だけなので根本的な解決は期待できないが、ロボットが動いていることで配

膳が進んでいるというお客様の安心感が得られ、配膳へのクレームが減るな

ど別な効果がある。（焼肉店を展開している食肉卸） 

 

（問合せ先） 

公益財団法人日本食肉流通センター 

情報部 部長 安藤 

TEL： 044-266-1172 






































